
 

 

 

☆こどもやファミリーを中心とした小グループの市民の

方々に体育館施設を無料で開放します。 

（1）開放する施設 

 ①体育館・・・18：00～22：00（1時間単位） 

 （トレーニング室は、8：30よりご利用できます） 

 ②多目的屋内運動場・・・8：30～22：00（1時間単位） 

 ③屋外テニス・・・8：30～22：00（1時間単位） 

   ※使用料は無料。但しナイター照明料は有料 

 ④運動場・・・8：30～22：00（1時間単位） 

   ※使用料は無料。但しナイター照明料は有料 

（2）受付方法 

 4月 1日（金）より電話受付 

 ※開放当日も、空きがある場合は受け付けます。 

                電話 099-294-4477 


